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９
月

16
日(

月)

の
夜
、
青

少
年
科
学
館
の
事
業
で
あ

る
「
移
動
天
文
台
」
を
予
定

し
て
い
ま
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
曇
り
の
た
め
中
止
と

な
り
ま
し
た
。 

申
込
み
を
受
け
て
移
動

天
文
車
が
来
て
く
れ
る
と

い
う
も
の
で
し
た
が
、
屋
外

で
望
遠
鏡
に
よ
る
観
察
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

代
わ
り
に
２
階
ホ
ー
ル
で

科
学
館
の
職
員
さ
ん
か
ら

星
・
宇
宙
の
お
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。 

今
の
時
期
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
星
や
札
幌
で
は

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
星

な
ど
も
ス
ク
リ
ー
ン
で
説

明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ゴミＳ利用禁止でトラブル 裁判に発展のケースも 

ここに文字を入力

①
ゴ
ミ
Ｓ
の
維
持
管
理 

 
 

ゴ
ミ
Ｓ
の
掃
除
や
除
雪
は

利
用
世
帯
が
輪
番
制
で
当
番

を
す
る
な
ど
の
方
法
で
清
潔

保
持
に
務
め
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
簡
単
な
補
修
も
利
用

者
が
協
力
し
て
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
不
法
投
棄
や
ゴ

ミ
Ｓ
の
大 

き
な
補
修 

は
町
内
会 

が
対
応
し 

ま
す
。 

 

②
ゴ
ミ
Ｓ
の
移
設
、
新
設
等 

 

移
設
、
新
設
が
必
要
に
な

っ
た
場
合
、
空
き
地
等
が
少

な
く
な
っ
て
選
定
が
困
難
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の

場
合
で
も
利
用
者
の
中
で
決

め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
の
で
、

十
分
な
話
し
合
い
を
行
い
設

置
場
所
を
決
め
て
下
さ
い
。 

 

設
置
場
所
は
札
幌
市
に
届

出
が
必
要
で
す
の
で
、
決
定

次
第
町
内 

会
に
報
告 

を
お
願
い 

し
ま
す
。 

 

10 月・11 月の行事予定 

１０月の予定 

２日 水 10：00 三役会議 

12日 土  北郷小避難所訓練 

18日 金 14：50 スクールガード 

27日 日 9：00 秋の一斉清掃 

27日 日 10：00 ハロウィンイベント 

30日 水 午前 広報紙「きたごうひがし」発行 

１１月の予定 

２日 土  バスレク 

６日 水 10：00 三役会議 

12日 火 14：50 スクールガード 

13日 水 8：00 早朝街頭啓発 

28日 木 午前 広報紙「きたごうひがし」発行 

・毎月第 1・第３木曜日は「娯楽の日」 

③
春
・
秋
の
一
斉
大
掃
除 

 
歩
道
、
車
道
な
ど
公
共
の

場
所
か
ら
出
た
ご
み
を
収
集

し
て
、
指
定
さ
れ
た
ゴ
ミ
Ｓ

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定

さ
れ
た
ゴ
ミ
Ｓ
以
外
は
収
集

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。 

『町内会の退会を理由にゴミＳの利用を禁じられたのは違法

だとして、福井市に住む男性がゴミＳを利用する権利の確認を町

内会に求めて福井地裁に提訴した。町内会側は「違法性はない」

と争う姿勢を示している。1 月 31 日に第 1 回口頭弁論が行われ

る』というもので、現在裁判中のようです。 

他にも裁判になっているものがあり最高裁まで上告したケー

スがあります。 

 

 

今年もやります 
 

ハロウィンイベント 
 

10/27（日） 
10:00～13:00 

 

恒例となりましたハロウ

インイベントを実施しま

す。一斉清掃を終えて、

仮装をして北郷東会館

へお越しください。 

○ 敬老記念品を贈呈しました 

今年は申し出のありました 125 人の方に、区長さん

を通して記念品(カステラ)をお配りしました。どうぞ

これからもお元気で長生きしてください。 

ちなみに今年の 100 歳以上の高齢者は、全国で約

95,000 人、道内で 4,800 人、札幌市は 1,475 人です。 

○ 第 2 回がん検診は、10 月２日受付、９日・10 日実施

です。 

○ バスレクを 11 月２日に実施します。 

ま
た
、
月
・
火
星
に
始
ま
り

銀
河
系
や
さ
ら
に
遠
い
宇

宙
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
皆

さ
ん
満
足
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
来
年

も
リ
ベ
ン
ジ
し
た
い
で
す
。 

秋の町内一斉清掃は 

10 月 27 日(日) 

9：00～ 
公園・家の周りを  

きれいにしましょう。 

 

 

女性部より 

前
号
の
区
長
会
議
報
告
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
役
員
の

高
齢
化
や
新
規
役
員
の
成
り
手
不
足
に
よ
り
、
町
内
会
役
員
が
中

心
と
な
っ
て
の
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
管
理
が
困
難
な
状
況
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
区
長
さ
ん
、
班
長
さ
ん
を
中
心
と
し
て
利

用
さ
れ
る
皆
さ
ん
で
日
常
の
管
理
を
行
い
、
環
境
美
化
に
ご
協
力

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

ゴ
ミ
ス
テ
―
シ
ョ
ン
の 

管
理
に
つ
い
て 

 

2024.1.30 福井新聞 online より  

自治会非加入でゴミ S「出禁」は違法か？ 

 2021 年にも裁判がありました。まず神戸地裁の判決で、「ゴミ

Ｓの管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一

部の住民を排除するのは相当でない」とした。  

判決を不服とした自治会が控訴し、翌年の大阪高裁の判決は

『自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めれば

よく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」』

と判断。ただ、1 審が認定した非自治会員がゴミ捨て場を利用す

る権利自体は認めなかった。双方が判決を不服として最高裁に上

告している。 

 

ゴミＳ問題は多々あると思われますが、今のところは話し合い

での解決(維持負担金の支払いなど)しかなさそうです。  

ちなみに法律の定めを見てみると、「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」第６条の二において、市町村は一般廃棄物を収集、

運搬、処分することと義務付けられています。一方、第６条の二

の４では、土地・建物の占有者は市町村が行う収集、運搬、処分

に協力しなければならないと義務付けられています。 

この場合の協力とはどこまでなのかが重要なのでしょうか？  

                     
曇りで望遠鏡観望会は中止も 
約９０人の親子が参加！ 移動天文台 

上：スクリーンに映った星 

 
左：お話を聞く 90 名

の参加者の皆さん 

 

大勢の参加 
ありがとうございました 

昨年のイベントの写真ブース 

http://www8.plala.or.jp/kitagohhigashi/

